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一人親方リーフレットの周知に向けたご協力のお願い 

 

 

令和 5年 4月 1日より施行される労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

につきましては、令和 4年 5月 6日付け日医発第 322号（健Ⅰ）をもって貴会

宛に通知させていただいたところです。 

改正省令では、作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化

や、同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化等が含まれ、危険

有害な個人事業者に対する保護強化が強化されます。 

今般、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課では、省令の改正に関

するリーフレット（一人親方リーフレット）を作成し、周知を行うことになりま

した（委託先：みずほリサーチ＆テクノロジーズ）。 

つきましては、本内容の趣旨をご理解の上、貴会会員ならびに貴会関係郡区医

師会等への周知方につきまして、特段のご高配を賜わりますようお願い申し上

げます。 

 



関係団体御中

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
(「新たな化学物質規制及び化学物質の簡易りスクァセスメント手法の周知等事業」委託元)

みずほりサーチ&テクノロジーズ株式会社

拝啓時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、日頃より、労働安全衛生に関するご理解ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課ではこの度、個人事業者に危険有

害な作業を請負わせる場合の義務等に関連する省令の改正に関するり一フレット(一人親
方リーフレット)を作成し、周知を行うことといたしました(委託先:みずほりサーチ&テ

クノロジーズ)。省令改正の主な内容は、作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する措
置の義務化や同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化等が含まれ、危険
有害な個人事業者に対する保護措置が強化されます。

うした事情を踏まえ、同封いたしました一人親方リーフレットにっき、より多くの方々、^

にご覧頂けるようご協力を賜りたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

1、、、、iお願い重項j、同IUに際しては、以下の芳蔭奪によってご爾万、を賜石るこ'ができれば 1
1 幸いです。

【主な周知方法(例)】
●同封した講習会案内資料の配布

●貴機関のWebページへの掲載

●貴機関が発行するメールマガジンへの掲載

一人親方リーフレットの周知に向けたご協力のお願い

令和 5年3月1日

1●メーリングリストなどを活用した情報の配信 1
1●その他、事業者への訪問時の紹介など 1

本件に関するご質問については、下記の委託先(みずほりサーチ&テクノロジーズ)に
お問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】

みずほりサーチ&テクノロジーズ株式会社
サステナピリティコンサルティング第2部環境りスクチーム

(担当:福山、後藤、庭野)

電話:03-5281-5491 (平日 10時~17時)

e-ma n : env_risk_seminar@mizuho-rt. CO. jp
※テレワーク推進中につき、極力電子メールでのお問い合わせをお願い申し上げます。

敬具












